
■条例制定の目的

■用語の定義

（１）開発行為・・・・土地の区画形質を変える行為
（２）事業者・・・・・開発行為をしようとする者

■適用範囲

　１，０００㎡以上の開発行為

■適用除外

（１）非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
（２）国又は地方公共団体その他規則で定める事業者が行う行為
（３）法令により許可を受けて行う開発行為
　　（ただし、農地転用は土地開発届の適用となります。）

　※（２）のその他規則で定める事業者は、
　　　①国又は地方公共団体が法律に基づき設置した公団又は公社
　　　②鉄道事業法第３条の規定による許可を受けた鉄道事業者
　　　③電気事業法第２条第１項第２号に規定する一般電気事業者
　　　④電気通信事業法第120条第１項に規定する認定電気通信事業者
　　　⑤上記のほか、市長が適当と認めたもの

■開発行為手続きフロー

・・・・

・・・・

３０日

・・・・

・・・・ 　着手届の提出は必要ありません。

・・・・

・・・・

・・・・

開発工事完了届

土地開発変更届

　開発工事が完了したときに届け出が必要です。

　開発工事着手３０日前までに届け出が必要です。届
出内容に改善事項があれば、市長が指示できることと
なっています。

　開発工事完了届の提出があった後、届出どおり現地
ができているか確認し、完了を確認した旨の通知をし
ます。

　届出内容を確認後、副本を返却します。

開発工事着手

副本(届出者用)の返却

山陽小野田市土地開発届マニュアル

　　（３）の例としては、１ha以上の林地開発、産業廃棄物最終処分場、都市計画法
　　　に基づく開発などで許可を受けて行うものです。

　本市の環境を保全し、調和のとれた地域開発と災害の防止を図り、秩序ある土地開発行為を
行っていただくために定めています。

開発事業計画構想協議（任意）

土地開発届

　開発事業計画構想協議書（別添１）を提出してくだ
さい。協議内容について、市関係各課及び宇部土木建
築事務所の意見を集約し、約２０日後に回答します。

　届出内容を変更する場合は、直ちに変更の届け出が
必要です。

完了確認通知



■土地開発届

　開発行為を行おうとする３０日前までに、以下の書類を届け出てください。

（１）土地開発届出書（様式第１号）
（２）設計説明書（様式第２号）
（３）別表に規定する図面
（４）排水施設の流量計算書及び擁壁の安定計算書
（５）開発区域の登記事項証明書
（６）開発区域内の権利者の同意書
（７）開発区域の排水放流先を管理する者等の同意書
（８）開発行為により周辺に影響を及ぼすおそれのあるときは、関係者の同意書
（９）事業者が当該開発行為を行うために必要な資力及び信用を示す書類（１ha以上）

　※（８）については、事前に都市計画課と協議をしてください。

■土地開発変更届

　届出内容を変更する場合は、直ちに以下の書類を市長に届け出てください。

（１）土地開発変更届出書（様式第３号）
（２）土地開発届出時に提出した書類で、変更前と変更後が分かるようにしたもの。

■開発工事完了届

　開発行為を完了したときは、以下の書類を市長に届け出てください。

（１）完了届出書（様式第５号）
（２）工事写真（着手前、作業状況、不可視部の出来形写真、完成等）
（３）開発区域の確定測量図

（５）その他、市長が必要と認めるもの

■その他の届出

■提出部数

　・開発事業計画構想協議書
　・土地開発届出書
　・土地開発変更届出書
　・完了届出書
　・開発行為でない旨の届出（１ha未満）
　・開発行為でない旨の届出（１ha以上）

　問い合わせ先

　山陽小野田市
　建設部都市計画課計画係
　ＴＥＬ　０８３６－８２－１１６８
　ＦＡＸ　０８３６－８４－７１２９

・・・・・・・・・・・・・・・　２部

・・・・・・　２部
　・・・・・・　３部

・・・・・・・・・・・・・・・・・　１部

・・・・・・・・・・・　４部

・・・・・・・・・・・・　２部

　資材置場、土捨て場、駐車場など、主として建築物の建築又は特定工作物の建設のないもの
は、都市計画法第２９条の開発許可は不要ですが、市条例の土地開発届を届け出る際に、「開発
行為でない旨の届出」の提出をお願いします。

（４）事業者が、開発区域内において、道路、水路その他用地等の公共施設を寄附しよう
　　　とする場合は、それに必要な関係書類


